
勘定科目の処理実務シラバス 

第 1回（2時間 30分） 

はじめに 

1.「中小企業の会計に関する基本要領」（「中小会計要領」）総論 

（１）今、中小企業の会計が大きく変わる 

（２）新しい会計の流れと方向性 

（３）会計の位置づけと新しい会計との関係 

（４）税務会計から経営支援会計へ 

演習 経営に会計を役立たせないようにするには？ 

資産科目 

1.金銭債権 

（１）金銭債権の定義 

（２）貸借対照表上の表示 

（３）営業債権管理および貸倒損失と貸倒引当金 

2.有価証券 

（１）有価証券の分類と取得原価～売買目的・満期保有目的有価証券等～ 

（２）有価証券の評価・譲渡・表示の要点 

3.経過勘定科目 

（１）経過勘定科目の分類～前払費用・前受収益・未払費用・未収収益～ 

（２）経過勘定科目の会計処理 

（３）貸借対照表上の表示 

演習 呼吸する会計を実現のためには？ 

資産科目 

4.固定資産の取得原価 

（１）取得原価に含まれるもの 

（２）取得原価に含まれないもの 

（３）資本的支出と修繕費の判定 

5.固定資産の減価償却 

（１）定額法 

（２）定率法 

（３）リース期間定額法 

（４）一括償却資産の特例 

（５）少額減価償却資産の特例 

6.消耗品費 

（１）器具備品と消耗品費の違い 

（２）少額減価償却資産の特例との関係 

7.繰延資産 

（１）会計上の取り扱い 

（２）法人税法上の取り扱い 

8.リース資産の取り扱い 

（１）オペレーティング・リース取引 

（２）所有権移転ファイナンス・リース取引 

（３）所有権移転外ファイナンス・リース取引 

（４）法人税、消費税の取り扱い 

演習 経営に会計を役立たせるには 

  



勘定科目の処理実務シラバス 

第 2回（2時間 30分） 

負債・純資産科目 

1.金銭債務 

（１）金銭債務の定義 

（２）貸借対照表上の表示 

2.引当金 

（１）引当金の設定要件 

（２）引当金の区分～貸倒引当金、返品調整引当金、賞与引当金等～ 

（３）引当金の表示 

3.法人税・消費税等の取り扱い 

（１）法人税、住民税および事業税の会計処理 

（２）源泉所得税等の会計処理 

（３）消費税の仕組みと計算方法 

（４）消費税の会計処理（帳簿記載事項） 

4.純資産 

（１）資本金 

（２）剰余金 

（３）評価・換算差額等 

（４）自己株式 

（５）株主資本等変動計算書 

演習 
自分自身が管理されていると思うときはどのようなときですか？ 

自分自身が支援されていると思うときはどのようなときですか？ 

資産・負債に関する実務 

1.「中小会計要領」に基づく新しい会計の処理 

（０）企業会計原則 

（１）資産に関する勘定科目の新しい会計の処理 

（２）負債に関する勘定科目の新しい会計の処理 

（３）会計処理実務の変化 
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収益・費用に関する実務 

1.「中小会計要領」に基づく新しい会計処理 

（１）収益に関する勘定科目の新しい会計の処理 

（２）費用に関する勘定科目の新しい会計の処理 

（３）会計処理実務の変化 

収益科目 

1.売上 

（１）収益の計上時期 

（２）売上（仕入）返品・値引・割戻・割引 

（３）工事の請負による収益（費用） 

2.為替差益（損） 

（１）外貨建取引の処理 

（２）外貨建債権・債務の期末換算処理 

（３）外貨建有価証券の期末換算処理 

3.受取配当 

（１）受取配当等の計上時期 

（２）受取配当の益金不算入 

（３）受取配当に係る所得税額控除 

4.その他の収益科目 

（１）雑収入 

（２）受取賃貸料 

（３）貸付金利息 

売上原価科目 

1.棚卸資産の範囲 

2.棚卸資産の取得原価 

（１）購入した棚卸資産の取得原価 

（２）自己が製造等した棚卸資産の取得原価 

3.棚卸資産の評価方法 

（１）原価法 

（２）低価法 

（３）最終仕入原価法 

（４）評価方法の変更 

（５）評価換えの条件 

4.売上原価の求め方 

（１）売上原価 

（２）製品製造原価 
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販売費・一般管理費科目 

1.役員報酬と役員賞与 

（１）役員報酬の範囲 

（２）過大な役員報酬の損金不算入 

（３）特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入 

（４）損金算入される役員賞与 

2.従業員の給料と賞与 

3.退職金 

（１）役員退職金 

（２）使用人に対する退職金 

4.保険料 

（１）生命保険料の取り扱い 

（２）損害保険料の取り扱い 

5.租税公課 

（１）必要経費に算入されるもの 

（２）必要経費に算入されないもの 

6.交際費 

（１）交際費と会議費 

（２）交際費の損金不算入 

7.源泉所得税との関係 

（１）旅費交通費 

（２）福利厚生費 

おわりに 

（１）わかりやすくなった基本要領～早く・楽しく・心地よく（適時正確な処理）～ 

（２）翌月１日の月次決算を目指して 

（３）心地よい経営へ～書面添付制度～ 

 


